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まちの人口と世帯数
（令和３年５月末日現在）

前月比
人　口 ４,５３４ 人 －　７
男 ２,１０４ 人 ±　０
女 ２,４３０ 人 －　７

世帯数 ２,４３５世帯 ＋　２

病院の都合により変更になることがあります
ので、新聞や消防署などで確認してください。

上ノ国町民憲章（昭和47年８月14日制定）
わたくしたちは、北海道夜明けの地にいきる上ノ国町民であることに
誇りをもち、祖先の偉業を受けつぎ、恵まれた大自然を愛し、町民一
人ひとりが自覚と責任をもつて、調和のある明るい町づくりにつとめます。

1.	健康で明るく、しごとにはげみ、住みよい町をつくりましよう。
2.	生産のくふうにつとめ、力を合わせ、豊かな町をつくりましよう。
3.	きまりを守り、環境をととのえ、美しい町をつくりましよう。
4.	自然を愛し、文化を育て、希望にみちた町をつくりましよう。
5.	老人をうやまい、子供の夢をのばし、楽しい町をつくりましよう。

7/4	 江差町・佐々木病院
	 ☎ 0 1 3 9－ 5 2－ 1 0 7 0
7/11	 道立江差病院
	 ☎ 0 1 3 9－ 5 2－ 0 0 3 6
7/18	 江差町・勤医協病院
	 ☎ 0 1 3 9－ 5 2－ 1 3 6 6
7/22	 上ノ国診療所
	 ☎ 0 1 3 9－ 5 5－ 2 0 1 7
7/23	 道立江差病院
	 ☎ 0 1 3 9－ 5 2－ 0 0 3 6
7/25	 乙部町・国保病院（日中）
	 ☎ 0 1 3 9－ 6 2－ 2 3 3 1
	 上ノ国診療所（夜間）
	 ☎ 0 1 3 9－ 5 5－ 2 0 1 7

（６月20日届出分まで）※敬称略
おくやみもうしあげます
大　崎　木村奈美子　44歳	 ５/26
大　崎　川島　松男　90歳	 ６/ 	2
※	掲載の了解をいただいた方のみご紹介して
います。
※	地名表記については、所属の町内会を掲載
しています。
※	氏名については正字に置き換えて掲載して
います。

　

鈴
木
さ
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は
、
昭
和
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防
団
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団
以
来
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年
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わ
た
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町
内
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防
災
・
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災
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献
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、
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自
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と
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医
療
機
関
に
お
け
る
輸
血
用
血
液
製

剤
の
需
要
状
況
は
今
後
ま
す
ま
す
増
加

す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
病
床
に
あ
る
輸
血
を
必
要
と
す
る
患

者
さ
ん
の
た
め
に
も
、
ぜ
ひ
献
血
に
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
ま
た
、
献
血
会
場
で
は
換
気
や
消
毒

の
徹
底
、
献
血
者
ご
と
に
手
袋
を
交
換

す
る
な
ど
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
対

策
を
行
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
安
心
し

て
お
越
し
く
だ
さ
い
。
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狭
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遺
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は
、
誰
も
が
手
軽
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書
く
こ
と
が
で
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。

　

一
般
的
に
、
自
分
で
手
書
き
し
た
遺
言
書
が
あ
れ
ば
、

死
亡
後
の
相
続
人
等
の
手
続
き
が
通
常
よ
り
も
楽
に
な
り

ま
す
。

　

法
務
局
で
は
、
自
分
の
手
で
手
書
き
し
た
遺
言
書
を
預

か
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
制
度
の
利
用
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
要
件
、
必
要
書

類
が
あ
り
ま
す
の
で
、
興
味
の
あ
る
方
は
、
ま
ず
は
法
務

局
江
差
支
局
に
電
話
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
ど
ん
な
遺
言
書
に
し
た
ら
よ
い
の
か
と
い
っ
た

お
問
い
合
わ
せ
に
は
、
お
答
え
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
了

承
願
い
ま
す
。

　

制
度
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
法
務
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
も
説
明
が
あ
り
ま
す
の
で
、
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

（「
法
務
局
遺
言
書
保
管
制
度
」で
検
索
し
て
く
だ
さ
い
。）
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ら
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